
2020年（令和２年）11月1日

利子補給申請手続きをお忘れなく！
日本政策金融公庫では、利子補給対象となる融資制度（新型コロナウイ
ルス感染症特別貸付など）をご利用いただいたお取引先に対し、「新型
コロナウイルス感染症特別利子補給制度のご案内」（同制度の申請に必
要となる書類を含む）を順次発送しております。
ご利用の皆さまは、お忘れのないよう手続きをお願いします。

※特別利子補給制度 ・ ・ ・ 一定条件に該当する場合、
　　　　中小機構が運営する事務局に申請することで、
　　　　ご融資から最長３年間にあたる利子相当額の
　　　　助成を受けることができる制度

②令和 2年 6月～令和 2年 12 月の内、連続する任意の３カ
月の売上高合計が前年同月比 30％以上減少していること。

令和 3年 3月 15 日（月）

10 20

新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局
0570-060515

日　時
①　９：００～
④１３：００～
⑦１６：００～

②１０：００～
⑤１４：００～

③１１：００～
⑤１５：００～

※１回あたり 45 分ごとの相談会です。


